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平成27年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成27年12月８日（火） 

                                           

○議長（中本正人君）順番10、１番 松浦君。 

〔１番（松浦健次君）登壇〕 

○１番（松浦健次君）私は、次の大項目二点

について質問いたします。 

 一つは、杉村公園の利活用について。 

 二つ目は、市当局の基本姿勢の問題点につ

いてであります。 

 まず、杉村公園の利活用について伺います。

国道371号線バイパスの開通や京奈和自動車

道の延伸等により、交通の便が格段に向上し

ています。この環境の中で、12haの杉村公園

と、橋本市が後に買い増した8,000㎡の山林の

利活用次第では、橋本市発展の大きな力にな

ると考えております。 

 市当局はこの課題に対してどのような構想

をお持ちでしょうか。 

 次に、大項目二つ目の、市当局の基本姿勢

の問題点についてであります。市当局は常々、

市役所は市民に対するサービス業であると言

っているが、そうではない以下の実態につい

て改善を求めます。 

 ａ、要介護・要支援の認定の申請について。 

 申請後、市役所から連絡を受けるまで首を

長く待っているときに電話が来て、「明日何

時に訪問します」と言われる。当人や家族は

それぞれ計画を持って生活していることを考

えると、ひどい話だと思います。せめて５日

か１週間前に通知して調整するように、制度

として明確にすべきであると考えますがいか

がでしょうか。 

 次に、火事被災者に対する対応について、

３件伺います。 

 １、火災後、現場調査に立ち会った被災者

の目の前で、市職員が燃えた機械の残骸を指

さして、「これも、あれも、それも、業者が

喜ぶぞ」と、へらへら笑いながら話していた

という。あまりにも無神経ではないか。市当

局の感想を求めます。 

 また、火事後の始末をする際にも、運搬す

る車に必ず同乗していくように言われた。他

の用で忙殺されているので、何とか別の方法

でとお願いしても聞き入れてもらえなかった。

見かねたそばにいた業者が、「何とかしてや

って」と頼んでくれて、やっと乗っていかな

くて済んだと。それでも、何回かは行ったら

しいです。具体的な事情を考慮して、もっと

規則を弾力的に運用すべきだと考えますが、

市当局の考えを伺います。 

 ３、火災直後、緊急用の救護袋を届けてい

ただいたが、電池が古く液もれの状態で使い

ものにならなかった。これについても市当局

の感想を伺います。 

 次に、ｃ、応其こども園の外構工事発注に

ついて伺います。 

 先に発注した二つの工事が大幅に遅れ、し

かもその原因が業者に資金が不足しているこ

とにあった。そして、これら二つの請負契約

に関して、契約解除、その他の法的問題を弁

護士に相談に行こうとしている状態であるに

もかかわらず、同一業者に、三つ目、すなわ

ち、応其こども園の外構工事をも発注し、三

つとも解除に追い込まれ、合計１億円を超え

る損害を被った。市当局はルールどおりにや

ったことで何の問題もないと言っている。 

 私は、大手企業の役員をしている友人にこ

の話をしたら、彼いわく、「私がそんなこと

をしたら、わが社では即刻首だ。役所という

ところは親方日の丸で、そんなでたらめが通

るところか」、あきれていました。市当局は

本当に今でも何の問題もないと思っているの
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か伺います。 

 ｄ、プライバシーの取り扱いについて伺い

ます。 

 要介護・要支援の認定の申請をしたが、何

の連絡もないので、どうなっているか調べて

ほしいと私が頼まれました。それで、担当窓

口で尋ねたところ、「プライバシーだから言

えない」「本人に直接連絡します」という返

事です。あまりにも形式主義に陥っていない

でしょうか。本人から頼まれたことを確認で

きれば、聞いた範囲のことは答えてもよいの

ではないか。自分たちの怠慢を隠すために、

プライバシーを利用するという危険はないの

か。 

 最後に、今回の一般質問を通して私が言い

たかったのは、市役所の形式主義、すなわち、

規則をどんな場合にも一律に適用して、事足

れりとする傾向が強過ぎる。具体的な事情に

よっては融通をきかせて、妥当な処理をすべ

き場合もあるということ。職員が自己保身の

ために形式主義を隠れみのにして、市民の正

当な利益を犠牲にすることがあってはならな

いということであります。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君の質問項

目１、杉村公園の利活用に対する答弁を求め

ます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）杉村公園は、遊具

や遊歩道、つり橋などを有し、郷土資料館や

松林荘などの教育文化施設がある12.7haの総

合公園として利用されています。 

 しかしながら、駐車場までの道路が狭いこ

とや、トイレが古く利用しづらいことなどの

課題もあり、利用者が多いとは言えない状況

です。現在、社会資本整備総合交付金事業を

活用し、杉村公園の北東部、国道371号橋本バ

イパスに隣接する約8,000㎡の土地を造成し、

駐車場やトイレ、観光案内所の整備を計画し

ています。 

 杉村公園については、国道371号橋本バイパ

スや京奈和自動車道の整備によるアクセス環

境の向上を好機と捉え、橋本市の自然、歴史、

文化が再認識できる場所として、また、生涯

学習や体験などを通じて多世代が交流できる

場として地域活性化を図る拠点施設となるよ

う、市民協働で再整備を行っていきたいと考

えています。 

 今年度は、杉村公園の基本計画等の策定や

ＰＦＩ導入手法の検討などを行うこととして

おり、現在、庁内の横断的な体制である、杉

村公園魅力創造プロジェクトチームを設置し、

ハード・ソフト面の整備について、企画立案

をしています。また、公園の施設整備や運営、

活用方法等については、市民活動団体や市民

からの意見を聞きながら検討していきたいと

考え、９月には、来園された方に対して利用

状況やニーズについてアンケート調査を行う

とともに、11月には、公園内での活動団体等

を対象とした杉村公園魅力アップワークショ

ップを開催し、現在の公園内での活動や、こ

れからやってみたい活動、必要なもの・こと

についての意見をいただいたところです。 

 これらの意見について、基本計画等に反映

させるとともに、公園内での活動、運営方法

の検討については、今後も引き続き、市民協

働のもと進めていきたいと考えています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）あちこち人の意見を聞

いたり、また、市民アンケートをとったりと、

それはいいことでわかるんですけども、市当

局として、この公園をどのように活用してい

こうかという基本的な柱、そういうものをど
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ういう柱を持っておられるかを伺います。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）杉村公園は歴史、

文化の香りがする総合公園ということで、自

然、それから、文化、遊びを通じて、市内外

から人が集まり交流することで、地域が元気

になる、地域の活性化が図れるということで、

拠点となるということを一つのコンセプトと

しております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）抽象的な、大まかなこ

とはわかったんですけども、具体的には、こ

の柱を拠点としていくという柱を、どのよう

な形で、方針でやっていこうかと、それを知

りたいんですけど、いかがですか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）答弁でも申し上げ

ましたとおり、杉村公園のやっぱり今の魅力

を向上させる。今の現状を見ますと、木が生

い茂り、以前、不審者も出たというようなこ

ともございましたけれども、やはり、市民の

方が安心して利用できるような魅力のある公

園づくりをしていきたいというのが基本的な

考えです。その考え方に基づいて、その公園

全体をいろんなゾーニングをして、例えば、

遊びのゾーンですとか、それから、歴史を勉

強するゾーン、それから、公園を利用して、

体力づくりをというんですか、ハイキング、

それから、歩いたりとかということのできる

ゾーンということで、具体的なことを言いま

すと、そういうゾーニングをさせていただい

て、全体を市民の人が交流できる、利用しや

すい公園にしていきたいと、そういうような

考え方でございます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）そういう考えで、橋本

市、活性化する大きな力として、活用してい

けるとお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）やはり、一番、こ

れから活性化していけるという一つの要因が、

先ほども説明しましたように、アクセスの問

題だと思います。国道371号橋本バイパスが既

に完成しまして、これから、紀見トンネル、

新紀見トンネルをほっていく。それから、河

内長野バイパスへつなげていくということで、

大阪からの、やはり、人を集客していくと。 

 それから、京奈和道が和歌山市まで延伸し

ていく、それから、奈良方面へもどんどん延

伸されるという中で、やはり、橋本市の杉村

公園が置かれている立地条件としては、すご

く恵まれている、都市の中で緑が非常に多い

ということの中で、すごく恵まれている立地

条件であると考えておりまして、それらを好

機に捉えまして、整備していくというような

ことが必要と思っております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）私はやっぱりいろいろ

と、いろんな能力のある人が市民にもいるし、

グループもあるし、そしてまた、橋本市以外

のいろんな有能な方々、専門家の方々も入れ

て、それで、大きな視点から、どういうふう

にしたら橋本市活性化の拠点となり得るかと、

そういうことを考えていかなければ、今のご

答弁でしたら、とてもやないが橋本市活性化

の拠点となるようなものではないと私には映

るんですけども、衆知を結集して、しかもそ

れに対して、いろんな成功例等も、専門家か

ら、あるいは、成功した人からの知恵も借り

ながら、まず、情報を集め、しかも、人材も

集めた上で、大きな枠組みというのをつくっ

ていかなければ、せっかくの大きな宝の持ち

腐れということになりはしないかと懸念して

おりますが、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）11月に杉村公園魅
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力アップワークショップというものを開催さ

せていただきました。そのメンバーの中には、

例えば、日本野鳥の会さまですとか、ビオト

ープの関係者、それから、はしもと里山学校

の皆さま方、それから、ＮＰＯ法人ネットワ

ーキング紀北の方々、それから、紀見地区の

公民館の関係の方々とか、さまざまなそこの

公園を利用する、それから、ある程度、やっ

ぱりその公園を利用して、活動していただい

ているという方々に集まっていただいて、ワ

ークショップを開催させていただきました。 

 この意図といいますのが、やはり、市民の

方がどう活動されているか、それから、その

公園をどうしていきたいのか、それから、そ

うしていくために何が必要なのかということ

を、やはり、その人たちに直接お聞きして、

出された意見を、やはり、今後の基本方針等々

に反映させていくというのが考え方でござい

ますので、単に一般的なやり方でやっておる

んではなしに、やはり、市民協働というんで

すか、市民の意見をいろいろ聞かせていただ

いて進めていきたいというのが、本市の考え

方でございます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）その会議に出席した何

人かから私、話を伺った上で、今、質問をさ

せてもらっているんです。それによりますと、

いろんな各グループがありますけれども、自

分たちの思惑、自分たちの利益というか、そ

の思いを遂げるためにこうしろ、ああしろと

言うだけで、大所高所から対極的な意見は全

然出なかった。そこで、どういうふうになっ

ているかと市に聞いたら、市は何にも持って

いないと、そういう状態だったので、極めて

不平不満の多い、ここに出席された方もおら

れるので、そういう状況だったということを

伺っています。 

 したがって、大所高所からもっと大きな目

で見て、ここに橋本市の杉村公園という大き

な財産をどのようにしたら活用、最高に活用

していけるかということを考えるべきだと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）ワークショップの

開催した意見等々、出された意見等々につき

ましては、市のホームページにももう掲載さ

せていただいております。その中で、先ほど

申し上げましたような、現在のやっている活

動、それから、今後やってみたい活動、それ

に必要なもの・ことについてそれぞれの分野

ごとに意見を出していただきましたので、そ

れをまとめて掲載しているわけでございます

けども、特に、その中でこれからやってみた

いことということで意見をいただいた中では、

例えば、四季の花や樹木を味わいながらのハ

イキングや観察会、それから、里山林の保全、

それから、自然環境をより身近に体験できる

活動、それから、郷土資料館を活用した歴史、

文化の学習、岡潔氏の教えの継承というよう

なことを、今後やってみたいことということ

で意見をいただいています。 

 それから、そのために必要なもの・ことの

中では、やはり、市民団体、それから、公園

利用者が集い、情報交換の場、それから、学

びの場、野外ステージ等の屋外活動の拠点、

そういう意見、それから、開放的な広場、そ

れから、市民と行政の継続的な協働体制と運

営組織、それから、公園を案内できる、また

は、運営できる市民の育成、市民相互のネッ

トワーク、市民参加型のイベントの開催、そ

れから、杉村公園の自然環境資源としての価

値の見直しというようなさまざまな意見をい

ただいてございます。 

 市といたしましては、これらを意見の参考

にさせていただいて、反映していきたいと思

うんですけども、その中にもう一つ、公園促
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進協議会等を立ち上げてはというような意見

もあったと思います。この件につきましては、

ちょっと即答はできませんけども、庁内でま

ず検討をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中本正人君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）先ほど、市の

ほうは何も考えていないというようなお話が

あったと思うんですけども、当然、市のほう

も役所の職員14名によるプロジェクトチーム

を組んで、いろんな分野から寄りまして、こ

の杉村公園の魅力を向上させていくための検

討は行いまして、市としての考え方も持って

おります。 

 ワークショップの当日につきましては、市

の考え方にあまり左右されるのはよくないと

いうような形で、利用者目線で、何も条件の

ないような中で、これからの利用者目線で杉

村公園の魅力を向上させていくために、どの

ようなもの・ことが必要であるのかというこ

とについて議論をしていただきました。です

から、あえて、市のそういった具体的なそう

いう計画というのは出さずにおいたという状

況でございます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）それでは、ここで、市

の対極的な大所高所から見た大枠組みという

かな、そういうのを説明していただけますか。 

○議長（中本正人君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）大枠組みにつ

きましては、冒頭の答弁でもご説明をさせて

いただいたとおり、歴史、文化の香る総合公

園として、また、地域活性化の拠点、つまり、

子どもから大人まで、そこで多世代が交流で

きるような、そういう公園をつくっていきた

いというのが基本的な大枠の部分でございま

す。 

 具体的な計画につきましては、今現在も進

行中でございまして、いわゆる、主に市の考

え方、基本的にはそういう管理とか、そうい

った面も含めた市の考え方と、先般いただき

ましたアンケートであるとか、ワークショッ

プ、利用者目線の考え方をクロスさせながら、

具体的な計画に落とし込んでいく作業が、こ

れからの作業となっておりますので、ご理解

をしていただきたいとお願いします。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）公園としての利用活用

というのは、それでわかりました。 

 ところが、それで、市がほんとうに活性化

するための一つの大きなステップとなり得る

かという観点から、私は非常に疑問に思いま

す。ここはもう押し問答になるので、この辺

でやめますけれども、その大枠、ほんとうに

活性化と、単なる公園というかな、でなくて、

ほんとうに活性化、人が集まり、経済も上向

くと、こういう枠組みはつくってほしい思い

ます。これで１番、終わります。 

○議長（中本正人君）この際、１番 松浦君

の質問項目２に対する答弁を保留して、午後

１時まで休憩いたします。 

（午前11時50分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 １番 松浦君の質問項目２、市役所は市民

に対するサービス業であると言うが、実態の

改善を求めるに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）要介護・要支

援の審査申請についてお答えします。 

 被保険者より要介護・要支援の認定申請が

されますと、まず、市から各医療機関宛てに
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主治医意見書の作成依頼を行います。そして、

認定調査員が自宅などを訪問し、申請された

被保険者の基本動作・生活機能・認知機能等、

必要な74項目について調査させていただきま

す。この認定調査の結果と主治医意見書の一

部の項目をシステムに入力して一次判定を行

った後、広域組合に設置されている介護認定

審査会において、一次判定や主治医意見書な

どをもとに保健・医療・福祉の専門家により

審査判定された二次判定により、市から申請

者に認定の結果を出します。 

 この認定結果に基づき、ケアマネジャーが

本人や家族等と相談の上、ケアプランを作成

し、各種サービスを受けることになるのです

が、認定結果が出る前でも、申請日からサー

ビスの暫定利用は可能となっています。 

 本市では、嘱託の調査員６名でこの認定調

査を行っていますが、今年に入り２名が病気

などにより相次いで退職し、実質５名体制と

なった時期が計９カ月ありました。その間、

申請の多い時期と重なったこともあり、申請

された方には一部、認定調査の連絡が遅くな

るなどご迷惑をおかけしましたが、現在は再

び６名体制で認定調査を実施していますので、

この点については徐々に改善されています。 

 認定調査については、できるだけ円滑に調

査が進められるよう、各調査員が１週間に受

け持つ調査対象者について、地域間のばらつ

きがないようにまとめたり、暫定利用をして

いるなど結果を急ぐ必用のある方を優先する

など、さまざまな事情を考慮しながら、毎週

調査対象者の割り振りを行っています。 

 割り振りを受けた調査員は、認定申請書に

記載されている被保険者本人や家族等の連絡

先に電話をかけ、調査の日程調整を行います。

なお、申請書には「認定調査希望日時につい

て」という欄を設け、申請者の希望する曜日

や時間帯等について記入いただいており、ま

た、申請書の提出時に、その内容についての

確認もしています。それらを踏まえながら、

申請者の希望日時に合うような形で日程調整

をさせていただいています。 

 次に、火事被災者に対する対応に関し、給

付された災害見舞品（緊急セット）に電池の

液もれの不具合等があったとのことについて、

お答えします。 

 確認しましたところ、本事業は日本赤十字

社の依頼を受け、橋本市社会福祉協議会が実

施している事業であり、災害時等必用な場合

に備えての適切な管理や整備が欠けていたと

のことでした。 

 本市としても、災害に対する種々準備を行

っていますが、いざ必要となったときに十分

な実効性が発揮されるよう、日常から点検を

行う必要があると再認識するとともに、社会

福祉協議会に対しては、今後、適切な災害見

舞品の管理と整備に取り組むとともに、職員

には親切でやさしい対応を徹底するよう指導

を行いました。 

 次に、プライバシーの取り扱いについての

介護保険課の対応についてお答えします。 

 認定申請をする際に提出いただく申請書に

は、本人の同意欄を設けています。これは介

護サービス計画等を作成するために必要があ

るとき、調査内容や判定結果、主治医意見書

を、市から地域包括支援センター、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者もしくは介

護保険施設の関係人、主治医意見書を記載し

た医師または認定調査に従事した調査員に提

示することに同意することを示すため、本人

に署名いただく欄です。 

 介護に関する内容は、本人の身体機能や認

知機能等、通常他人には知られなくない内容

であり、認定申請をしていること自体知られ

たくない方もいます。そのため、職員は常に

気を配り、これらの情報を取り扱っています。
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委任状などを持って窓口に来られた場合は別

ですが、それ以外は第三者には情報を伝えな

いことを基本としています。 

 また、第三者からお尋ねがあった場合、プ

ライバシーにかかわることもありますし、本

人の同意の確認もできませんので、介護保険

課ではそのような場合、窓口に来てくれた第

三者の方にはその旨を説明し、直接本人また

は家族等に電話をし、説明をしています。こ

の対応により、本人または家族等からの質問

に対し即座な対応が可能ですし、内容が複雑

になればなるほど、本人または家族等に直接

説明する必要があるものと考えています。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

〔市民生活部長（田中忠男君）登壇〕 

○市民生活部長（田中忠男君）本年８月３日

に橋本駅前付近で発生した火災現場での立会

いの際に、市職員が不適切な発言を行ったと

のことですが、被災者から８月５日に電話で

廃棄物処理についての相談があり、その日を

含めてこれまで７回、担当職員が現地確認を

行っています。その際の状況について担当職

員に確認をしたところ、議員おただしのよう

な不適切な発言は行っていないことを確認し

ています。 

 火事等の被災者は、住宅や物資のみならず、

精神面等においてもさまざまな不安要素を抱

えておられますので、当事者の心情を酌み取

り、十二分に配慮した対応を心がけるよう、

今後とも職員に指導徹底していきます。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）応其こども園外構

工事は、予定価格が5,670万円であったため、

工事希望型競争入札で行い、落札した株式会

社ハウスアラメントに発注しました。この入

札・発注は本市のルールに従って行ったもの

であり、そのときの判断に問題はなかったと

考えています。しかしながら、契約解除とい

う重大な結果に至ったことは誠に遺憾で、市

としても厳しく受けとめています。 

 このことを受けて、６月議会、９月議会で

ご報告させていただいたとおり、変動型最低

制限価格における下限価格の設定率の引き上

げ、制限付き一般競争入札における低入札調

査基準化価格の上限の引き上げ、設計等委託

業務の入札に変動型最低制限価格制度の導入

などの入札制度の見直しを本年６月に行いま

した。 

 今後とも、入札制度について、必用に応じ

て見直しを進めてまいります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）１番から順番に再質問

いたします。 

 まず、そういうマニュアルというのがあっ

て、そのとおりに動いておれば問題がないん

ですけども、そうではなかったということな

んです。私がそれをいつになってるかという

ことを聞かれて、それで、役所に行ったとき

には、28日に電話して、29日に行くことにな

ってますという話なんです。あしたのきょう、

電話されて、普通は非常に困るんじゃないか

と。あまりにも市民の立場を考慮していない、

配慮が足りないという、私は判断をしまして、

それで、「それおかしいんじゃないですか」

という話をしましたら、窓口の方は、「いや、

今までずっとこういうふうにやっているけれ

ども、苦情出たことないよ。文句出たことな

いよ」という話なんです。そのやりとりをし

ていて、また、課長も出てきて、それで、「松

浦さん、これはね、ずっとやってるけど、何

の苦情もありませんので、その辺わかってく

ださい」という話やったんですけども、私は

おかしいと。 
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 仮に、「あした行きまっせ」と言われて、

それで、自分の計画があるにもかかわらず、

それに合わせなければならんというのは、や

っぱり気の毒だ。不平が出なかったというの

は、これからこの人たちに、私たちは世話に

ならんなん。だから不平があっても言うたら、

不利益に扱われたらかなわんさかいに、黙っ

ている、合わせていると、そういうことはや

っぱり配慮してあげなければならんのじゃな

いでしょうか。そういう話をしまして、「い

や、そうじゃない、誰も苦情なんかない」と、

まだも言いはるので、立場を変えて、あなた

が依頼者になって、その身になって考えてく

ださいよと言いましたら、黙り込んでしまい

ましたけどね。やっぱり、弱い立場にあると

いうかな、そういうお世話にならんなんから

辛抱しているということを、やっぱり配慮し

てあげなければならんと思うんです。 

 そういう話を当人にしましたら、これは老

夫婦の話で、奥さんが私にいらしたと、「お

父ちゃんをそういう申請したんでお願いしま

す、いつになってるか、全く連絡ないので」

ということで、奥さんから伺いました。その

話をしたら、「松浦さん、それはね、私のと

き」って、その人が申請して認定を受けてい

るんですけど、私の場合は、朝８時半頃電話

が来て、「９時半に行くからおってくれ」と

言われた。しかし、私はその日の予定があっ

たので、「それは困る」と言うたら、「いや、

こっちも忙しいんだ」と、そういうやりとり

があったということを言っておられました。 

 だから、いろんな人があって、いろんなケ

ースがあるんですけれども、そういう場合に

は、自分の職責の趣旨を体現して、体得して、

丁寧に親切に扱っていただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今、いろいろ

ご指摘をいただきました。ただ、私どもとい

たしましては、相手のご都合をお聞きして日

程調整しておるというのは、もうそのとおり

というふうに確信をまず持ってございます。 

 例えば、今、ご質問の前段の部分、きょう

言って、あしたという部分、この部分につい

ては、私も確認したんですけれども、通常の

事務の取り扱いであれば、これは木曜日に認

定調査の日程調整の電話をさせていただき、

早ければ金曜日にも行ける状態ですというこ

とをご説明差し上げたというふうに聞いてお

ります。ただ、恐らく、議員、ここでこうい

う質問に至るということは、議員の判断は、

木曜日で金曜日というふうに判断されておら

れると思います。その部分については、私ど

もから言えば、誤解されてられるのかなとい

うことで、さらにいえば、私どもの当初のご

説明が十分でなかったのかなと私は思います。 

 ただ、少なくとも、現場の事務の仕方は、

あくまでも相手のご都合をお聞きし、日程調

整しているということ、これは間違いござい

ません。ただ、議員のおっしゃられる、例え

ば、そういう立場上の、うちのほうから日程

調整を差し上げたときに、遠慮して、そうい

うふうに合意していただける方もいらっしゃ

るのではないかなというふうな、大分おもん

ぱかったような言い方をしますけども、そう

いうふうなことも可能性としてはあるのかな

とも思います。 

 ただ、あくまでも、この日程調整、実は電

話でしておりまして、私、たまたま座ってい

る席が近くて、ときどき耳に入ることはござ

います。耳に入るというのは、やはり、大き

な声でゆっくりしゃべっている場合、そんな

ときには、やはり、多分、電話の向こうの方

はご高齢の方で、ちょっとご理解いただけな

いので、きっちり日程調整をしているのかな

というふうに私は判断しております。そうい
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うふうなこともございます。 

 電話でそういうふうな印象、電話というの

はあくまでも、声の調子と相手の理解、そう

いうふうなことでコミュニケーションが成り

立つものですから、丁寧に、親切に説明し過

ぎてもいいのかなというふうに思います。そ

ういう点で、ご質問の後段の、やはり親切に

丁寧に、わかりやすく、今後とも、そういう

ふうな日程調整業務は行っていくように指導

してまいります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）こちらが聞いたことと、

そちらの言うことと違うんでね。やっぱりい

ろんな点で、私は次も出てくるんですけども、

マニュアルどおりきっちりやってもらわんと、

相手は高齢者で、一月も二月も前に申請して、

前にそのときに、約束してあるから、もうあ

したのきょうで電話してもいいだろうと、そ

ういうようなこともちょっとひどい話、行き

届かない話やと思いますよ。だから、その辺

のところは、これからもいろんな面で配慮し

ていただきたいと。苦情が出ないというのは、

苦情を言いたくても言えないと、立場がある

と、弱い市民の立場から言えば、言いたいけ

ども言わないこともやっぱりあるということ

をご理解いただきたいと思います。 

 それで、その場合、28日に電話して、29日

に行きますよという話だって、ところがその

方は、家族でも精いっぱい介護して、もう家

族もたんわという状態で申請したんですよ。

28日に電話して、29日にいっぺん調査に行く

と言ったけども、26日に亡くなったと。26日

に亡くなったんですわ。ご家族の人としたら、

長いこと介護保険を納めてきたけど、そうい

う状態で、全然お世話になれなかったと。早

めに申請する人もおりますけども、大丈夫な

ときでも、申請する人の中には、そういう非

常に厳しい状態の中で、家族で精いっぱいや

って、これ以上無理やということで申請する

人もいるので、いろんな場面を想定した上で、

ご配慮をお願いしたいと思います。 

 それと、次に、火災の話なんです。今の答

弁では、そういうことは言わなかったという

話ですけれども、私、この質問のすり合わせ

のときに、「私がご本人にお会いして、職員は

言わなかったと言うてますよ。いろんな混乱

があって、あなたはそうとったんじゃありま

せんか。そういう可能性はありませんかと聞

いて、そうかもしれないなと当人が言われた

ら、私、この質問をやめます。取り消します」

と言うて、その足で本人に、ご夫婦にお会い

したんです。そしたら、とんでもない話やと。

身振り手振りで、あそこも、ここもって、こ

う手で指さしながら、へらへら笑いながら、

そういうことをしたというお話でした。これ

は水かけ論になるので、これ以上、やりとり

しても無駄なんですけれども、今の質問に至

った実態というのは、こういうことです。 

 それから、産廃のところへ運搬するときに、

全部、乗って行ってくれと、そうでなかった

ら、産廃のごみ、これにどさぐさにまぎれて

入れて、ほかへ持って行くと、その場所に持

って行く、これも火事の現場から出たもんだ

と言って持って行く。そういうことを防ぐた

めに一緒に乗っていってくれと、こう言われ

たらしいんですけども、ほかにもいろんな仕

事があって難儀しているときに、火事の後で、

「それは何とかなりませんか」と言うて、頼

み込んだけれども、「いや、具合悪い。規則で

こうなってるんだ。だから行ってください」

というふうに突っぱねられたと。こっちで哀

願しているのを見てたまりかねた業者が、「こ

の人、気の毒やで。何とか融通きかしたって

よ」ということで、回数が少なくしてもらえ

たということなんです。 

 規則はそうであっても、具体的な事例で、
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例えば、荷物というか貨物というか、これは

うちから出たもので間違いないということで、

きちっと書類を出して、それで、火事現場の

ものかほかのものか、この場合には見分けが

すぐつきますので、そういうことで乗って行

かないかんということを回避できなかったの

かと、初めからね。そういう杓子定規に何で

も扱って、処理してしまって、それで一番楽

ですよね。「規則がこうなってるから、しょう

がないんだ、こうしてください」と、そうい

うふうによく言われますけども、やっぱり、

具体的妥当なことを考えればいろんなことが

あるんです。事情によっては、制度の趣旨が

許す範囲で、やっぱり個々の担当する職員が、

あるいはその上役が、これはこうだ、ここま

では行けるよというような判断をして、それ

で、具体的妥当な処理をしていかんと、血も

涙もない市政になると、私は思います。 

 ただ、それがまた緩み過ぎて適当になっち

ゃ困るんですけどね。必ず必要なときもあれ

ば、やっぱりそれは自分の責任で、後で追求

を受けたときに、「いや、これはこうなんだ。

私の責任でやった」とはっきり言えるだけの

ものであれば、やっぱりそういうことをすべ

きじゃないかなと、私は考えております。 

 電池の液もれの話ですけども、よくわかり

ました。ご趣旨、よくわかりました。 

 次に、応其こども園の外構工事発注、これ

ももう私、３回か４回取り上げているんです

けども、結局、ルールがこうだったからこう

だと。しかし、よく考えてみたら、今のある

ルールというのはこういう異常事態を想定し

た上のルールではないんですよ。にもかかわ

らず、この異常事態を、それに適用してやっ

てしもて、大損かいたと、被った。これは考

えなきゃいかんですよ。形式主義、あるいは、

規則全能に陥って、目に見える損害も、ルー

ルどおりにやったので、これはしょうがない

んだ、問題ないと。ほんまにそれでいいんで

しょうか。もう一度、お願いします。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）今のご質問でござ

いますけども、入札制度につきましては、適

宜見直しを行っております。今までにも、最

低制限価格の引き上げも行っておりますし、

今後とも入札制度につきましては、そういう

ことが起こらないように、順次見直しを行っ

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）いろんな点で改善して

いただきました。これは理解しています。 

 それでは、それでも、今の状態、これを出

てこないように抑え込むような改革というの

はないんですか。理論から言うたら、こうい

うことがまたあり得ると、こういう状態あり

得たときに、また、三つ目も今と同じように、

市当局は契約するんですか。伺います。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）平成27年３月から

の調査中の事項としまして、経営状況の調査、

これにつきましては、信用調査会社の資料な

んですけども、そういう資料を入手しまして、

経営規模等評価結果通知書、総合判定通知書

の総合評定値で把握できない経営状況を把握

するということを、今、研究しております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）そういうことを聞いて

いるんではなくて、今と同じような状況の事

故というか遅滞が起こった場合に、また、同

じように、三つ目が出てきたときには、この

会社に請負させるんですかということです。

問題なかったらさせなきゃしょうがないです

ね。させるんですか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）今回のケースにつ

きましては、中途解約をしますと、相手から
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損害賠償を請求されるということになります

ので、今回につきましては契約をさせていた

だきました。今後、こういう形にならないよ

うに、入札制度の見直しをするということで、

平成28年６月から、入札参加資格停止や入札

参加回避を課した場合の地方基準点の減点の

強化、それから、債務不履行による12カ月以

上の入札参加資格停止処分等の資格停止処分

を受けた業者については、格付けを引き下げ

る。それから、さらに、入札参加資格申請の

際に、添付書類として、市に対する納期が経

過している税外債権のない旨の誓約書の提出

を追加するというふうな形をとっております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）そういうことを聞いて

いないんです。聞いていることにきっちり答

えてください。私が言うのは二つの請負契約

が極めて不誠実な形で遅れていて、それで、

三つ目が出たときに、そこにもまた請負させ

るのかと、こういう場合が出てきたら。つま

り、業者の意志、いろんな経済的にいくら調

べたって、業者の意志が、いや、これでやる

んだと、今と同じようにやるんだと言うんだ

ったらできますやろ。そのときにどうするか

という話なんですよ。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）以前からご指摘をい

ただいておる点でございますが、入札後に契

約をしないということに関しましては、相当

確たる証拠等がない限り、なかなかしにくい

点がございます。ただし、今回の件につきま

しても、以前の工事の遅滞において、いろい

ろ問題点が発生してからは警告処分等を行っ

ております。その警告が基準以上を上回りま

すと、その次の入札に関しては入れないとい

う規則はつくってありますので、当然、それ

以後の入札は回避をさせていただいておりま

す。 

 そういう意味で、今回の件につきましては、

議員とちょっと認識が異なりますのは、以前

の契約した工事の遅滞がどの程度であって、

警告処分に当たるのかどうかという点でござ

いまして、警告処分を既に何回かしておった

状態であれば、当然、今回も入札回避という

ことができたんですけども、今回は残念なが

ら、その時点ではそういう認定ができなかっ

たということになっております。その時間の

ところが、議員ご指摘のとおりの、入札時に

はという点がございますが、その以前に警告

をする必要がありますので、その点、ちょっ

と、今までの制度上の問題点もあったんかと

は認識しております。 

 今後、そういう際に、直前に警告をするで

ありますとか、その辺の運用面、制度面では

なしに運用面のところは、今回の教訓をもと

にいたしまして、厳しく今後、対処していき

たいというふうに思っております。 

 それから、今回の応其こども園につきまし

ては、工事希望型一般競争入札という形で、

ルールどおりの執行ということを行ったんで

ございますけども、この入札に関しては、制

度上、今回の業者が特に、その工事を希望し

たとしても、最低価格が落札者となりません

ので、その方がどういうふうな形をとっても、

必ず、そしたら、その工事を落札できるシス

テムにはなっておりません。そういう意味で、

たまたまということがあるわけでございます

けれども、今後このようなケースで、かなり

疑わしい状況がある場合には、工事希望型競

争入札という形を、これはもうルールで原則

でございますけども、そのあたりを指名競争

入札に切りかえるとか、そういうことも一つ

の方法としては、原則を無視する形になりま

すけども、非常事態の場合はそういうことも、

今後は考えてまりたいというふうに思います。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 
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○１番（松浦健次君）難しいことを話しして

いるんじゃなくて、二つのことがいろんな、

こちらからいくら促進しても、事業が進まな

いと。極めて不誠実な答弁しか出てこない、

回答しか出てこない、そういう状態で三つ目

をやるときに、「あんた初めからあかんで、今

回はやめてくれよ、これ二つちゃんとやって

からやってくれよ」と、そういう当たり前の

話をきちんとできなかったら、後の運用がど

うの、制度がどうのといっても、これからだ

ってそういう場面、いくらでもあると思いま

すよ、入札に限らず。言うべきことは言う、

常識的にこれ、あかんのだと。文句が出てき

たら、法律に訴えてでも、訴訟を受けて立っ

てやろうと、それぐらいきっちりした筋道を

通して市政を運営してもらわんと、規則がど

うの、ルールがどうのって、こんな非常識な

ことが実態としてあるんですから。気持ちの、

基本的な考えを、市当局に考え直してもらわ

な具合悪いと私は思いますよ。いかがですか。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）我々の仕事といいま

すのは、そのルールと恣意的行為の狭間で、

いろいろなことを行っております。入札制度

につきましても、さかのぼりますと、以前で

すと、指名競争入札１本であった時代もござ

います。そういうときには、市長の指名権限

というのはかなり強いものがございまして、

不公正といっては何ですが、いろんな選び方

ができたんかもわかりません。しかし、そう

いうことの中で、いろんな問題点が起こって

まいりまして、その結果、現在の入札制度に

落ち着いておる点もございます。 

 ですから、入札制度というのは、メリット、

デメリット、いろんな点がございまして、そ

こはいろんな制度改革の中でここに至ってお

るということは、ご理解をいただきたいとい

うふうに思いますが、その中で、議員のおっ

しゃる点につきましては、趣旨については十

分理解をしておりますし、私どもも同じ考え

でございます。こういうことが二度とあって

はならないという趣旨は十分理解しておりま

すので、今後、この点について、反省点を含

めまして、運用上で何とか対処できるものに

ついては積極的に対処したいというつもりで

おります。 

○１番（松浦健次君）終わります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君の一般質

問は終わりました。 

 

                                          

 


